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お
知
ら
せ
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育
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ビ
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康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

▔国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
へ
の 

独
自
給
付
を
ご
存
知
で
す
か

▼
死
亡
一
時
金

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
３

年
以
上
納
め
た
方
が
、
何
の
年
金
も
受
け

ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
、
子
な
ど
）
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
族
が
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
死
亡
一
時
金
の
額
は
、
保
険
料
を
納
め

た
期
間
に
応
じ
て
、
12
万
円
〜
32
万
円
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
付
加
保
険
料
を
納
め

た
月
数
が
36
か
月
以
上
あ
る
場
合
は
、
８

５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

▼
遺
族
基
礎
年
金

　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
方
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の

あ
る
配
偶
者
」
ま
た
は
「
子
」
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
被
保
険
者

②�

国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
で
、

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
方

③�
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
ま
た
は
受

給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
る
方

※�

①
②
の
場
合
は
、
死
亡
月
の
前
々
月
ま

で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料

納
付
済
期
間
と
免
除
期
間
（
若
年
者
納

付
猶
予
期
間
・
学
生
納
付
特
例
期
間
を

含
む
）
を
合
わ
せ
た
期
間
が
３
分
の
２

以
上
の
方
を
対
象
と
し
ま
す
。
（
平
成

38
年
4
月
1
日
以
前
に
死
亡
さ
れ
た
場

合
は
、
死
亡
月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近

の
１
年
間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
け
れ

ば
受
給
で
き
ま
す
。
）

　
遺
族
基
礎
年
金
の
額
は
子
の
あ
る
配
偶

者
が
受
け
る
場
合
、
基
本
額
（
77
万
９
３

０
０
円
）
に
子
の
加
算
額
（
１
人
目
と
２

人
目
の
子
は
そ
れ
ぞ
れ
22
万
４
３
０
０
円
、

３
人
目
以
降
は
１
人
に
つ
き
７
万
４
８
０

０
円
）
を
加
え
た
額
で
す
。

　
な
お
、
子
と
は
18
歳
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
子
ま
た
は
20
歳
未
満
で
障
が
い
等

級
が
１
・
２
級
の
状
態
に
あ
る
子
を
い
い

ま
す
。

▼
寡
婦
年
金

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て

保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含

む
）
が
10
年
以
上
で
あ
る
夫
が
亡
く
な
ら

れ
た
場
合
に
、
10
年
以
上
婚
姻
関
係
が
継

続
し
て
お
り
、
夫
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持

さ
れ
て
い
た
妻
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
支
給
期
間
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間

で
、
年
金
額
は
夫
の
第
１
号
被
保
険
者
期

間
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
た
老
齢
基
礎
年

金
額
の
４
分
の
３
で
す
。

　
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
障
害
基
礎
年

金
の
受
給
権
者
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
、

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
た
場
合
、
ま

た
は
、
妻
自
身
が
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上

げ
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
、
寡
婦
年
金

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
の
両

方
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
し
て
受
給
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　
市
民
課
☎（
275
）６
２
４
１
ま
た

は
堺
西
年
金
事
務
所
☎（
243
）７
９
０
０

▔税
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
本
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市
内
に
土
地

・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方

に
、
平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
納
税
通
知
書
を
５
月
初
旬
に
送
付

し
ま
す
。

※
免
税
点
未
満
（
課
税
標
準
額
で
土
地
30

万
円
、
家
屋
20
万
円
、
償
却
資
産
１
５
０

万
円
未
満
）
の
場
合
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
納
税
通
知
書
の
固
定
資
産
課
税

明
細
書
に
は
、
土
地
一
筆
、
家
屋
一
棟
単

位
で
そ
れ
ぞ
れ
所
在
地
番
、
面
積
、
税
額

等
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容
に
誤

り
が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
税
通
知
書
が
届
い
て
い
な
か
っ
た
り
、

内
容
に
誤
り
や
疑
問
な
点
が
あ
っ
た
と
き

は
税
務
課
☎（
275
）６
１
０
９
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ
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固
定
資
産
税
等
の
減
免

　
自
ら
住
ん
で
い
る
自
己
居
住
用
資
産

（
土
地
・
家
屋
）
を
所
有
し
て
い
る
方
の

う
ち
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
は

申
請
に
よ
り
当
該
資
産
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
２
分
の
１
が
減
額
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

①�

１
月
１
日
現
在
で
、
所
有
者
が
寡
婦

（
寡
夫
）
、
特
別
障
が
い
者
ま
た
は
65

歳
以
上
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

②�

所
有
者
及
び
所
有
者
と
生
計
を
一
に
す

る
す
べ
て
の
方
の
、
前
年
中
の
所
得
金

額
が
所
定
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

③�

所
有
者
が
自
己
居
住
用
資
産
以
外
の
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

④�

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
の
合
計
年

税
額
が
５
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

⑤�

自
己
居
住
用
家
屋
の
延
床
面
積
が
70
㎡

以
下
で
あ
る
こ
と

※
申
請
は
第
1
期
納
期
限
ま
で
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

▔後
期
高
齢
者
医
療

７
月
か
ら
普
通
徴
収（
口
座
振
替
や
納

付
書
に
よ
る
納
付
）が
始
ま
り
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
は
、
普
通
徴

収
分
に
つ
い
て
は
暫
定
保
険
料
制
度
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
４
月
か
ら
６
月
の
間
は

口
座
振
替
や
納
付
書
に
よ
る
納
付
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
過
年
度
分
に
対
す
る

保
険
料
に
つ
い
て
は
納
付
書
を
送
付
し
ま

す
。（
過
年
度
分
に
つ
い
て
は
口
座
振
替

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。）

　
７
月
中
旬
に
平
成
30
年
度
の
保
険
料
決

定
通
知
等
を
送
付
し
ま
す
が
、
普
通
徴
収

だ
け
の
方
は
、
年
間
保
険
料
を
７
月
か
ら

３
月
の
９
回
で
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎（
275
）６
３
９
２

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し

　
高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
ひ
と
月
に
支

払
っ
た
医
療
費
が
高
額
に
な
り
、
決
め
ら

れ
た
上
限
額
を
超
え
て
支
払
っ
た
分
を
払

い
戻
す
制
度
で
す
。
上
限
額
は
、
被
保
険

者
の
所
得
に
応
じ
て
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

①
医
療
費
が
84
万
２
０
０
０
円
を
超
え
た

　
場
合
は
、
そ
の
分
の
1
％
が
加
算

②
医
療
費
が
55
万
８
０
０
０
円
を
超
え
た

　
場
合
は
、
そ
の
分
の
1
％
が
加
算

③
医
療
費
が
26
万
７
０
０
０
円
を
超
え
た

　
場
合
は
、
そ
の
分
の
1
％
が
加
算

④
低
所
得
Ⅱ
と
は
、
同
一
世
帯
の
方
全
員

　
が
住
民
税
非
課
税
で
、
低
所
得
Ⅰ
以
外

　
の
被
保
険
者
の
こ
と

⑤
低
所
得
Ⅰ
と
は
、
同
一
世
帯
の
方
全
員

納税通知書に記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で納めてください

固定資産税・都市計画税・軽自動車税・自動車税の

問合先
府自動車税コールセンター

問合先　税務課☎（275）6094 ☎0570‐020156

自動車税固定資産税………１期分
都市計画税………１期分
軽自動車税………全期分

納期限は、

5 31月 日
木

■自己負担限度額とその判定基準（平成 30年 8月から）

所　得　区　分
外来（個人単位）

自己負担限度額（月額）
外来＋入院（世帯単位）

負担
割合

課税所得 690万円以上

課税所得 145万円以上

課税所得 380万円以上 3割

1割
8,000 円

24,600 円

15,000 円

18,000 円

252,600 円 +1％

167,400 円 +1％

80,100 円 +1％

一　般

※低所得Ⅱ区分

※低所得Ⅰ区分

①

④

⑤

②

③

（年間14万4000円上限）
57,600 円

（年4回から44,400円）

（年4回から140,100円）

（年4回から93,000円）

（年4回から44,400円）
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が
住
民
税
非
課
税
で
、
そ
の
世
帯
全
員

　
の
個
々
の
所
得
が
0
円
と
な
る
被
保
険

　
者
（
た
だ
し
、
公
的
年
金
等
控
除
額
は

　
80
万
円
と
し
て
計
算
）
ま
た
は
同
一
世

　
帯
の
方
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
老

　
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
被
保
険

　
者
の
こ
と

※
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
等

　
保
険
診
療
外
の
費
用
は
含
み
ま
せ
ん
。

※
月
の
途
中
で
75
歳
と
な
ら
れ
た
方
の
場

　
合
、
そ
の
誕
生
月
に
つ
い
て
は
、
誕
生

　
日
前
に
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
制
度

　
と
誕
生
日
後
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
に
お
け
る
自
己
負
担
限
度
額
が
、
そ
れ

　
ぞ
れ
通
常
月
の
半
額
に
な
り
ま
す
。

問
合
先　
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

給
付
課
☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１
ま

た
は
健
幸
づ
く
り
課
☎（
275
）６
３
９
２

▔各
　
種

視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
を
支
え

る
周
囲
の
方
へ 

声
の
広
報
は
ご
存
知
で
す
か
？

　
視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
向
け
に
毎

月
「
声
の
広
報
た
か
い
し
（
Ｃ
Ｄ
版
の
広

報
）
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。
各
種
生
活

情
報
を
お
求
め
の
方
へ
お
勧
め
で
す
。
周

囲
に
視
覚
障
が
い
を
お
持
ち
で
ご
利
用
が

ま
だ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
ぜ
ひ
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
お
求
め
の
場
合
は
、
市
視
覚
障
害
者
福

祉
会
事
務
局
☎
（
262
）
０
５
８
０
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手

当
に
つ
い
て

▼
特
別
障
害
者
手
当

対
象　
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な

介
護
が
必
要
な
在
宅
の
重
度
障
害
者
で
20

歳
以
上
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
と
一
定

期
間
病
院
に
入
院
し
て
い
る
方
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
２
万
６
９
４
０
円
（
２
月

・
５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当

対
象　
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な

介
護
が
必
要
な
在
宅
の
重
度
障
害
児
で
20

歳
未
満
の
方（
福
祉
施
設
入
所
者
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
１
万
４
６
５
０
円
（
２
月

・
５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

※
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま

　
す
。
ま
た
、
申
請
に
は
各
手
当
認
定
用

　
の
診
断
書
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課

　
　
　
　
☎（
275
）６
２
９
４

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や
差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話
番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないた
め、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わな
いので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。
全く身に覚えがないのに支払わなければならないのか（60歳代　女性）

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e r相談急増

ハガキによる架空請求

休館日 土・日曜日、祝日

ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。行政機関を装い、「未納料
金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差

し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話を
かけさせようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報
を知られてしまったりするケースもあります。このようなハガキが届いても、決して連絡
してはいけません。少しでも不安に思ったときは、消費生活センターにご相談ください。

時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

ポイ
ント

※国民生活センター「見守り新鮮情報第299号」から抜粋・イラスト黒崎玄

※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください
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特
定
健
診
特
別
金
利
定
期
貯
金
の 

ご
案
内

　
特
定
健
診
等
の
受
診
率
向
上
に
向
け
た

Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
と
の
協
働
事
業
で
、
期
間

中
に
特
定
健
診
等
を
受
診
し
、
ス
ー
パ
ー

定
期
貯
金
（
10
万
円
〜
１
０
０
万
円
）
を

新
規
で
預
け
る
と
年
0.30
％
の
金
利
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

期
間　
平
成
31
年
3
月
29
日
ま
で

対
象　
高
石
市
・
和
泉
市
・
泉
大
津
市
・

岸
和
田
市
・
忠
岡
町
い
ず
れ
か
の
国
民
健

康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
の
方

　
詳
し
く
は
、
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
店
頭
の
商

品
概
要
説
明
書
ま
た
は
Ｊ
Ａ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ［http://www.ja-izum
ino.or.jp/

］
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
近
く
の
各
支
店
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日
本
脳
炎
予
防
接
種
は
、
お
早
め
に
！

　
日
本
脳
炎
は
蚊
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る

感
染
症
で
す
。
発
症
す
る
と
重
大
な
障
が

い
が
残
っ
た
り
、
死
亡
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
蚊
が
多
く
な
る
前
に
接
種
さ
れ
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

定
期
接
種　
１
期
：
生
後
36
〜
90
か
月
未

満
の
間
に
６
〜
28
日
の
間
隔
で
２
回
接
種

後
、
約
１
年
間
あ
け
て
１
回
接
種
。

２
期
：
９
〜
13
歳
未
満
の
間
に
１
回
接
種
。

救
済
措
置　
▼
平
成
19
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
接
種
未
完
了
の
方
は
、
１
期

３
回
・
２
期
１
回
の
合
計
４
回
の
う
ち
、

未
接
種
分
を
20
歳
未
満
の
間
に
接
種
。

▼
平
成
19
年
4
月
2
日
〜
平
成
21
年
10
月

1
日
生
ま
れ
の
う
ち
1
期
未
完
了
の
方
は
、

未
接
種
分
を
９
〜
13
歳
未
満
の
間
に
接
種
。

場
所　
市
内
指
定
医
療
機
関

持
ち
物　
母
子
健
康
手
帳
、
予
診
票

問
合
先　
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
☎
（
267
）
１
１
６
０

支
援
教
育
の
取
組
み

　
市
内
の
幼
稚
園
や
小
中
学
校
で
は
、
支

援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が
自
ら
の
可
能

性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、
主
体
的
に
社
会

参
加
・
自
立
す
る
人
間
の
育
成
を
ね
ら
い

と
し
た
支
援
教
育
の
充
実
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
各
学
校
園
の
協
力
体
制
の
も
と
、

支
援
学
級
に
在
籍
す
る
障
が
い
の
あ
る
子

ど
も
だ
け
で
な
く
、
通
常
の
学
級
に
在
籍

す
る
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
つ
い

て
も
、
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
の

状
況
等
を
的
確
に
把
握
し
、
課
題
を
明
確

に
し
、
個
々
の
障
が
い
の
状
況
に
応
じ
た

適
切
な
指
導
や
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
通
級
指
導
教
室
を
設
置
し
、
言

語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
課
題
の
あ

る
子
ど
も
へ
の
支
援
も
進
め
る
と
と
も
に
、

各
学
校
園
の
支
援
教
育
に
か
か
る
指
導
の

充
実
を
図
る
た
め
、
専
門
家
等
に
よ
る
巡

回
相
談
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
引
き
続
き
、
す
べ
て
の
子
ど
も

の
豊
か
な
人
間
形
成
を
め
ざ
し
て
、
と
も

に
学
び
、支
え
合
い
、と
も
に
生
き
る
力
を

育
む
教
育
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す
。

問
合
先　
学
校
教
育
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
３
４

悪
質
電
話
防
止
装
置
の
無
料
貸
出

　
近
年
、
悪
質
電
話
等
に
よ
る
消
費
者
被

害
・
詐
欺
被
害
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
そ

の
対
策
の
一
環
と
し
て
市
で
は
、
悪
質
電

話
防
止
装
置
の
無
料
貸
出
を
実
施
し
ま
す
。

貸
出
開
始
日　
6
月
1
日
か
ら
（
予
定
）

対
象　
市
内
の
65
歳
以
上
の
方

募
集　
迷
惑
電
話
番
号
か
ら
の
着
信
を
自

動
で
拒
否
す
る
着
信
拒
否
機
30
台
、
相
手

へ
録
音
す
る
旨
の
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
流

し
た
後
に
自
動
で
録
音
を
開
始
す
る
通
話

資源ごみのペットボトル、プラスチック製容器包装は、
第 5 火曜日（千代田・羽衣・西取石・取石）、第 5 金
曜日（高師浜・東羽衣・加茂・綾園）も昨年から第
2・4 週目に加えて収集を実施しています。（第 5 週
目では収集時間が通常より早くなることがあるのでご
注意ください。）
問合先　生活環境課 ☎（275）6266

第 5 火・金曜日はペットボトル、プラスチック製容器包装の収集日です

今年度の第 5 火・ 金 曜日はこちら
5 月 29日・  6  月 29 日
7月 31日・  8  月 31 日
10月 30日・11月 30日
1月 29日・  3      月 29 日
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録
音
機
50
台
（
い
ず
れ
も
応
募
多
数
の
場

合
、
抽
選
）

申
込
・
問
合
先　
5
月
25
日
ま
で
に
経
済

課
☎
（
275
）
６
１
４
９
窓
口
へ

水
道
料
金
等
の
収
納
業
務
を 

民
間
へ
委
託

　
サ
ー
ビ
ス
向
上
と
水
道
事
業
の
経
営
の

効
率
化
を
図
る
た
め
、
一
部
業
務
を
民
間

の
事
業
者
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

主
な
委
託
業
務　
料
金
等
収
納
業
務
・
電

話
等
受
付
業
務
・
検
針
業
務
・
閉
開
栓
業

務
・
メ
ー
タ
ー
取
替
業
務　
ほ
か

委
託
期
間　
平
成
30
年
4
月
１
日
〜
平
成

33
年
3
月
31
日

営
業
時
間
　
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
30
分

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

委
託
先
　
第
一
環
境
株
式
会
社
関
西
支
店

問
合
先　
上
下
水
道
課
お
客
様
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
セ
ン
タ
ー
☎
（
275
）
６
４
２
７

雨
水
貯
留
タ
ン
ク
の 

購
入
費
用
を
一
部
助
成

　
雨
水
貯
留
タ
ン
ク
は
、
集
中
豪
雨
時
の

急
激
な
雨
水
流
出
を
抑
え
、
浸
水
被
害
を

緩
和
し
、
貯
め
た
水
は
庭
木
の
散
水
な
ど

で
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
水
道
料
金
や
下

水
道
使
用
料
の
節
約
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
ま
た
、
非
常
時
の
生
活
用
水
（
飲
用
を

除
く
）
に
も
利
用
で
き
ま
す
。
雨
水
貯
留

タ
ン
ク
の
設
置
を
お
考
え
の
方
は
、
購
入

前
に
上
下
水
道
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
に
住
宅
を
所
有
さ
れ
、
1
基

あ
た
り
の
容
量
が
80
ℓ
以
上
の
雨
水
貯
留

タ
ン
ク
を
購
入
さ
れ
て
6
か
月
以
内
の
方

※
賃
貸
住
宅
の
場
合
も
土
地
・
建
物
の
所

　
有
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
設
置
で
き
ま
す
。

助
成
額　
購
入
費
の
３
分
の
２
に
相
当
す

る
額
と
貯
留
容
量
（
ℓ
）
×
２
０
０
円
の

額
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額

を
助
成
。
（
上
限
4
万
円
）

申
込
・
問
合
先　
11
月
30
日
ま
で
に
上
下

水
道
課
☎（
275
）６
４
１
９
へ

５
月
16
日
に
市
内
の 

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

放
送
が
流
れ
ま
す

　
地
震
や
津
波
、
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を

行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
訓
練

で
、
高
石
市
以
外
の
全
国
の
地
域
で
も
同

様
の
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

放
送
時
間　
午
前
11
時
頃

問
合
先　
危
機
管
理
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
７

市
立
中
学
校
の
看
護
師
を
募
集

募
集
人
数　
1
人

応
募
資
格　
看
護
師
ま
た
は
准
看
護
師
の

資
格
を
有
す
る
方

雇
用
期
間　
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で

業
務
内
容　
児
童
生
徒
の
医
療
的
な
介
助

等提
出
書
類　
市
販
の
履
歴
書
・
資
格
証
明

書
の
写
し
等

応
募
・
問
合
先　
提
出
書
類
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
学
校
教
育
課
☎（
275
）６
４
３

４
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
。

学
校
生
活
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
有

償
）
を
募
集

募
集　
1
人

雇
用
期
間　
平
成
31
年
3
月
22
日
ま
で

勤
務
時
間　
課
業
中
の
月
曜
〜
金
曜
日
、

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
0
時
30
分

業
務
内
容　
学
校
の
支
援
学
級
に
お
け
る

児
童
生
徒
の
サ
ポ
ー
ト

応
募
・
問
合
先　
学
校
教
育
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
３
４

お
知
ら
せ

相
談
窓
口

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

　平成29年度の無料普通ごみ処理券（緑）を使い切らずに残されている場合、
15枚（１シート）をトイレットペーパー2ロールに、30枚（２シート）を30リッ
トルのごみ袋1セット（10枚）に交換します。なお、15枚（１シート）に満たない
場合でも、8枚以上あればトイレットペーパー1ロールと交換します。
問合先　生活環境課 ☎（275）6266

日用品と交換します！
平成29年度の余った無料普通ごみ処理券を

午前 10 時～午後 5 時
市役所（別館 1階 会議室 111）

ご高齢等のために会場に来ることが
難しい場合は、ご相談ください。

5 19 25月 日  ～ 日
土 金

交 換 期 間
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みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

５
月
３
日
は
「
憲
法
記
念
日
」
で

す
。
昭
和
22
年
の
こ
の
日
に
日
本
国

憲
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
、

国
の
成
長
を
期
す
る
国
民
の
祝
日
に

制
定
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
毎
年

５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
含
む
１

日
〜
７
日
ま
で
の
１
週
間
を
「
憲
法

週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。
国
民
主
権
、

平
和
主
義
と
基
本
的
人
権
の
尊
重
を

定
め
た
日
本
国
憲
法
の
意
義
を
再
確

認
す
る
絶
好
の
機
会
で
す
。
こ
の
間
、

法
務
省
で
は
、
裁
判
所
や
弁
護
士
の

協
力
の
も
と
、
憲
法
の
精
神
や
司
法

の
機
能
を
国
民
に
理
解
し
て
も
ら
う

た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
月
号
で
は
、
憲
法
と
司
法
権
の
関

わ
り
に
つ
い
て
を
み
て
い
く
こ
と
に

し
ま
す
。

　

憲
法
は
、
私
た
ち
の
人
権
を
守
る

た
め
に
政
治
権
力
を
制
限
す
る
仕
組

み
を
定
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
政
治

権
力
が
１
か
所
に
集
中
し
て
人
々
の

自
由
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
、
国
の
権
力
を
立
法
権
・
行
政

権
・
司
法
権
の
三
権
に
分
割
す
る
仕

組
み
で
、
そ
れ
ぞ
れ
国
会
（
憲
法
第

４
章
）
、
内
閣
（
同
第
５
章
）
、
裁

判
所
（
同
第
６
章
）
に
よ
っ
て
担
当

さ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
も
憲
法
の
規
定

に
従
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
を

す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

司
法
権
で
あ
る
裁
判
所
の
仕
事
が
、

公
正
に
行
使
さ
れ
る
た
め
に
は
、
裁

判
所
が
国
会
や
内
閣
、
そ
の
他
の
ど

ん
な
権
力
か
ら
も
圧
力
や
干
渉
を
受

け
な
い
こ
と
（
司
法
権
の
独
立
）
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
裁
判
官
は
憲
法

第
76
条
（
以
下
「
憲
法
」
を
省
略
）

に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法

と
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
ほ
か
は
、
だ

れ
の
さ
し
ず
も
受
け
ず
、
良
心
に
従

い
独
立
し
て
仕
事
を
行
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
裁
判
官
は
身
分
が
保
障
さ
れ

て
お
り
、
第
78
条
の
規
定
に
よ
り
弾

劾
裁
判
所
で
罷
免
さ
れ
た
場
合
な
ど
、

特
別
な
理
由
の
な
い
限
り
や
め
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
裁
判

所
の
仕
事
は
、
社
会
生
活
の
中
で
犯

罪
の
よ
う
に
法
律
に
違
反
す
る
行
為

が
あ
っ
た
り
、
相
続
な
ど
の
権
利
を

め
ぐ
っ
て
争
い
が
起
き
た
時
な
ど
に
、

法
に
あ
て
は
め
て
争
い
を
裁
き
、
ル

ー
ル
違
反
に
対
処
し
て
社
会
秩
序
を

維
持
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
き
ま

す
。
第
32
条
で
は
、
だ
れ
で
も
自
分

の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
は
、

裁
判
所
に
訴
え
、
公
正
な
裁
判
に
よ

っ
て
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

裁
判
に
は
、
民
事
裁
判
と
刑
事
裁

判
が
あ
り
ま
す
。
民
事
裁
判
と
は
、

日
常
生
活
を
送
る
な
か
で
個
人
と
個

人
の
あ
い
だ
で
意
見
や
主
張
の
違
い

か
ら
話
し
合
い
で
は
解
決
で
き
な
く

な
っ
た
時
に
、
法
に
基
づ
い
て
強
制

的
に
解
決
す
る
裁
判
で
す
。
次
に
刑

事
裁
判
と
は
、
犯
罪
に
当
た
る
行
為

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
有

罪
の
場
合
に
は
刑
罰
を
言
い
渡
す
裁

判
で
す
。
こ
の
刑
事
裁
判
は
、
人
の

身
体
や
自
由
に
直
接
か
か
わ
る
裁
判

の
た
め
、
人
権
に
対
す
る
配
慮
が
特

に
必
要
で
、
第
31
条
で
は
ど
の
よ
う

な
犯
罪
に
ど
の
よ
う
な
刑
罰
を
科
す

か
、
さ
ら
に
刑
罰
を
科
す
ま
で
の
手

続
き
を
、
あ
ら
か
じ
め
法
律
で
定
め

て
お
く
よ
う
に
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
憲
法
は
国
の
最
高
法
規

な
の
で
、
第
81
条
で
は
法
律
・
命

令
・
規
則
・
処
分
な
ど
が
憲
法
に
違

反
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
権
限
を
裁
判
所
に
あ
た
え
て
い
ま

す
。
こ
の
権
限
を
違
憲
審
査
権
と
い

い
、
最
高
裁
判
所
は
違
憲
審
査
に
つ

い
て
の
最
終
的
な
決
定
権
を
も
つ
こ

と
か
ら
、
「
憲
法
の
番
人
」
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
、
憲
法
を
巡
っ
て
は
改
正
論
議

が
活
発
で
す
。
私
達
一
人
ひ
と
り
が

も
っ
と
憲
法
に
関
心
を
持
つ
こ
と
が

大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
（
275
）
６
２
７
９

憲法と司法権

日時　いずれも午後6時～8時30分
場所　高石商工会議所（3階）　募集　15人（先着順）
講師　梶本比沙さん（株式会社事務助 代表取締役）

５ 22 ・23月 日日
水

Wed.
火

Tue.

高石市の創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業
飲食店関係等の

創業セミナー 必見
です！

内容　22 日：大阪府の施策紹介、高石商工会議所
　　　　　　　創業支援紹介、jSTATMAP（統計）
　　　　　　　を活用した商圏調査 ほか
　　　23 日：資金調達（講師：日本政策金融公庫
　　　　　　　堺支店創業担当者）、キャッシュフロー、
　　　　　　　創業計画書の作成手法 ほか
申込・問合先　5月17日までに申込書に必要事項
　　　　　　　を記入し経済課☎（275）6164また
　　　　　　　は高石商工会議所☎（264）1888へ


